
一定期間についての延長時間は１か月４５時間、１年３６０時間とする。
ただし、通常の生産量を大幅に超える受注が集中し、特に納期がひっ迫したときは、労使の協議を経て、６回を
限度として１か月６０時間まで延長することができ、１年４５０時間まで延長することができる。
なお、延長時間が１か月４５時間を超えた場合又は１年３６０時間を超えた場合の割増賃金率は４０％とする。

８

労使協定の規定例

（対象者及び期間）
第１条 代替休暇は、賃金計期間の初日を起算日とする１か月において、６０時間を超える時間外労働を行った者

のうち半日以上の代替休暇を取得することが可能な者（以下「代替休暇取得可能労働者」という。）に対して、
当該代替休暇取得可能労働者が取得の意向を示した場合に、当該月の末日の翌日から２か月以内に与え
られる。

（付与単位）
第２条 代替休暇は、半日又は１日単位で与えられる。この場合の半日とは、午前（８：００～１２：００）又は午後

（１３：００～１７：００）の４時間のことをいう。
（代替休暇の計算方法）
第３条 代替休暇の時間数は、１か月６０時間を超える時間外労働時間数に換算率を乗じた時間数とする。この

場合において、換算率とは、代替休暇を取得しなかった場合に支払う割増賃金率５０％から代替休暇を取
得した場合に支払う割増賃金率３０％を差し引いた２０％とする。また、会社は、労働者が代替休暇を取得
した場合、取得した時間数を換算率（２０％）で除した時間数については、２０％の割増賃金の支払を要し
ない。

（代替休暇の意向確認）
第４条 会社は、１か月に６０時間を超える時間外労働を行った代替休暇取得可能労働者に対して、当該月の末日

の翌日から５日以内に代替休暇取得の意向を確認するものとする。この場合において、５日以内に意向の有
無が不明なときは、意向がなかったものとみなす。

（賃金の支払日）
第５条 会社は、前条の意向確認の結果、取得の意向があった場合には、支払うべき割増賃金額のうち代替休暇に

代替される賃金額を除いた部分を通常の賃金支払日に支払うこととする。ただし、当該月の末日の翌日から
２か月以内に取得がなされなかった場合には、取得がなされないことが確定した月に係る割増賃金支払日に
残りの２０％の割増賃金を支払うこととする。

第６条 会社は、第４条の意向確認の結果、取得の意向がなかった場合には、当該月に行われた時間外労働に係る
割増賃金の総額を通常の賃金支払日に支払うこととする。ただし、当該月の末日の翌日から２か月以内に労
働者から取得の意向が表明された場合には、会社の承認により、代替休暇を与えることができる。この場合、
取得があった月に係る賃金支払日に過払分の賃金を清算するものとする。

（対象者）
第１条 すべての労働者を対象とする。
（日数の上限）
第２条 年次有給休暇を時間単位で取得することができる日数は５日以内とする。
（１日分の年次有給休暇に相当する時間単位年休）
第３条 年次有給休暇を時間単位で取得する場合は、１日分の年次有給休暇に相当する時間数を８時間とする。
（取得単位）
第４条 年次有給休暇を時間単位で取得する場合は、１時間単位で取得するものとする。

３６協定における特別条項の例（ｐ２参照）

代替休暇の労使協定の例（ｐ４～６参照）

時間単位年休の労使協定の例（ｐ７参照）
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